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令和４年度 埼玉支部収支見込みの概要

■令和４年度の埼玉支部の収支差は154億円と前年度から49億円の増（対前年度比+47.1％）となる。

全国平均分は＋157億円、地域差分はー3.1億円となっている。

■なお、収支差のうち地域差分の3.1億円については、令和6年度の保険料率算定の際に精算することとなり、保険料率

に換算すると、+0.008％の影響が出る見込みである。 ※詳細は、次ページ参照

（保険料率換算は、令和４年度の総報酬額の実績に基づく参考値であり、変更となる可能性がある。）
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 令和４年度の支出の総額は3,410億円と前年度から19億円減少（対前年度比ー0.6％）した。
 これは、医療給付費については、加入者が減少（－0.8％）したものの、コロナ等により医療費（加入者1人当たり医

療費）が増加（+4.3％ ）したことが要因となり、前年度から２４億円増加した。
 一方、後期高齢者支援金に精算（戻り分）が生じたことのほか、埼玉支部の令和２年度の収支差の精算が主な要

因となり、結果として支出は前年度から１９億円減少となった。

 令和４年度の収入の総額は3,565億円となり、前年度から30億円増加（対前年度比+0.9％）した。
 これは、賃金が増加したことのほか、国や自治体等に勤務する短時間労働者等の共済組合への移行により、平均標準

報酬月額があがったこと等が主な要因と考えられる。

収入について

支出について

収支差について



収支差

356,511 341,068 15,443 15,757 ▲314

R3決算 353,486 342,988 10,498 10,923 ▲425

増減 ( +3,025 ) ( ▲1,919 ) ( +4,945 ) ( +4,834 ) ( +111 )

伸び率 ( +0.9% ) ( ▲0.6% ) ( +47.1% ) ( +44.3% ) ( ▲26.0% )

全 国 計 10,059,985 9,628,043 431,942 431,942 -

R3決算 9,877,010 9,577,872 299,139 299,139 -

増減 ( +182,974 ) ( +50,171 ) ( +132,803 ) ( +132,803 ) -

伸び率 ( +1.9% ) ( +0.5% ) ( +44.4% ) ( +44.4% ) -

参

考

地域差分

埼　玉

収入 支出 計
全国平均分

令和４年度 埼玉支部の収支の内訳について
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【収支差の考え方】
○全国平均分

適用した保険料率の全国平均（10.00％）が実績の均衡保険料率に比べて高く、剰余となったことを表すものとなる。
便宜的に各支部に振り分けているもので、実際に各支部に割り当てられたものではない。

○地域差分
加入者１人当たり医療給付費の全国平均との差の実績が保険料率算定時の見込みから乖離した影響を表すもので、当該年度の医療費

が保険料率算定時より低ければプラス、高ければマイナスとなる。

※百万円未満を四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

（単位：百万円）

+0.008
保険料率換算（％）

地域差分/支部総報酬額×100
（参考）314/3,663,630×100

全国計による収支差×支部の総報酬額/全国計の総報酬（按分率）
（参考）431,942×3,663,630/101,256,356＝15,757（百万円）

※ 地域差分の保険料率換算は、
令和４年度の総報酬実績による。（参考値）

全国計

埼玉支部

総報酬額（令和４年度実績）（百万円）

101,256,356

3,663,630



令和４年度 埼玉支部の収支の内訳について（つづき）
（単位：百万円）

（参考）各種指標の増減等について【令和４年度の収入について】

【令和４年度の支出について】 （単位：百万円）
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(注) １．「債権回収」は、資格喪失後受診に係る返納金、業務上傷病による受診に係る返納金、診療報酬返還金、損害賠償金に係る債権の回収額の実績を表す。

２．「年齢調整額」、「所得調整額」のマイナスは調整額を受け取る支部、プラスは調整額を負担する支部。

３．医療給付費は、東日本大震災等による窓口負担減免措置に伴う令和３年度の協会負担分に係る窓口負担減免額を含む。

４．（B1）は、健康保険法施行規則第135条の2の2第2項第1号に基づき、東日本大震災及び平成30年7月豪雨に伴う平成30年度における協会負担分の窓口負担減免額のうち、総報酬額の0.01％を超える部分として、（A）から控除するものである。

　また、（B2）は、東日本大震災に伴う窓口負担減免措置によって医療費が増加した分のうちの医療給付費分（国庫補助を除く。波及増分）を表す。

５．「令和元年度の収支差の精算」は、令和元年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算（健康保険法施行規則第135条の7に基づき行うもの）を表す。

６．「インセンティブ」は、令和元年度の都道府県支部ごとの取組実績に対する加減算額（健康保険法施行令第45条の２第1号ロ及びニ並びに健康保険法施行規則第135条の5の2に基づき行うもの）を表す。

７．国の年金特別会計に係る分並びに東日本大震災による窓口負担減免措置に伴う波及増分（B2）が暫定値であるため、数値は今後変わりうる。

356,511 355,789 355,739 723 208 514

R3決算 353,486 352,683 352,630 803 338 466

増減 ( +3,025 ) ( +3,106 ) ( +3,108 ) ( ▲81 ) ( ▲130 ) ( +49 )

伸び率 ( +0.9% ) ( +0.9% ) ( +0.9% ) ( ▲10.1% ) ( ▲38.3% ) ( +10.4% )

全 国 計 10,059,985 10,042,109 10,040,733 17,876 5,707 12,168

R3決算 9,877,010 9,855,345 9,853,918 21,665 9,249 12,416

増減 ( +182,974 ) ( +186,763 ) ( +186,815 ) ( ▲3,789 ) ( ▲3,541 ) ( ▲248 )

伸び率 ( +1.9% ) ( +1.9% ) ( +1.9% ) ( ▲17.5% ) ( ▲38.3% ) ( ▲2.0% )

その他収入保険料収入

収　　　入

埼　玉

参

考

一般分
債権回収

以外
債権回収

被保険者数 被扶養者数

1,423,791 人 886,525 人 537,266 人 319,817 円 190,980 円

1,435,613 人 887,146 人 548,467 人 311,780 円 183,028 円

▲11,822 人 ▲621 人 ▲11,201 人 + 8,037 円 + 7,952 円

( ▲0.8% ) ( ▲0.1% ) ( ▲2.0% ) ( +2.6% ) ( +4.3% )

4,001.0 万人 2,514.8 万人 1,486.2 万人 302,159 円 199,944 円

4,035.1 万人 2,511.4 万人 1,523.7 万人 295,438 円 190,334 円

▲34.1 万人 + 3.4 万人 ▲37.5 万人 + 6,721 円 + 9,610 円

( ▲0.8% ) ( +0.1% ) ( ▲2.5% ) ( +2.3% ) ( +5.0% )

※加入者は加入者基本情報より集計（本部資料に合わせ３月～２月）

※加入者１人当たり医療費は、加入者基本情報と医療費基本情報より集計（本部資料に合わせ３月～２月）

※標準報酬月額は本部提供による月報の令和４年３月、令和５年３月より

増減

伸び率

R3

増減

伸び率

全国

加入者１人

当たり医療費

R3

加入者数
平均標準

報酬月額

埼玉

   医療給付費（国庫補助を除く）（調整後）

医療給付費（国庫補助を除く）

（A）-（B） 災害特例分(B)
令和元年度の

協会手当分

（B1）

波及増分

（B2）

341,068 190,358 185,647 185,647 - - ▲180 4,891 18,999 123,284 5,401 2,813 1,393 ▲1,427 246 246 0

R3決算 342,988 187,854 183,164 183,164 - - ▲326 5,016 17,738 128,141 5,227 1,931 1,361 492 243 243 0

増減 ( ▲1,919 ) ( +2,504 ) ( +2,483 ) ( +2,483 ) - - ( +146 ) ( ▲125 ) ( +1,261 ) ( ▲4,857 ) ( +174 ) ( +883 ) ( +32 ) ( ▲1,919 ) ( +3 ) ( +3 ) ( +0 )

伸び率 ( ▲0.6% ) ( +1.3% ) ( +1.4% ) ( +1.4% ) - - ( ▲44.8% ) ( ▲2.5% ) ( +7.1% ) ( ▲3.8% ) ( +3.3% ) ( +45.7% ) ( +2.4% ) - - - -

全 国 計 9,628,043 5,464,385 5,464,385 5,466,858 558 1,915 - - 520,795 3,379,490 148,051 77,123 38,198 - - 6,794 ▲6,794

R3決算 9,577,872 5,349,614 5,349,614 5,352,073 690 1,768 - - 485,752 3,509,205 143,142 52,875 37,284 - - 6,764 ▲ 6,764

増減 ( +50,171 ) ( +114,771 ) ( +114,771 ) ( +114,785 ) ( ▲133 ) ( +147 ) - - ( +35,043 ) ( ▲129,715 ) ( +4,909 ) ( +24,248 ) ( +914 ) - - - -

伸び率 ( +0.5% ) ( +2.1% ) ( +2.1% ) ( +2.1% ) ( ▲19.2% ) ( +8.3% ) - - ( +7.2% ) ( ▲3.7% ) ( +3.4% ) ( +45.9% ) ( +2.5% ) - - - -

医療給付費

（A）

支　　　出

埼　玉

参

考

令和2年度のインセンティブ

減算額加算額

一般管理費
（国庫負担を除

く）

その他支出

令和２年度

の収支差の

精算

年齢

調整額

所得

調整額

現金給付費

等
（国庫補助等を除

く）

前期高齢者

納付金等
（国庫補助を除く）

業務経費
（国庫補助を除

く）



（単位：百万円）

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

（平成25年度） （平成26年度） （平成27年度） （平成28年度） （平成29年度） （平成30年度） （令和元年度） （令和２年度） （令和３年度） （令和4年度）

238,140 250,114 265,352 284,724 304,844 320,572 338,205 336,780 352,683 355,789
( 3.8% ) ( 5.0% ) ( 6.1% ) ( 7.3% ) ( 7.1% ) ( 5.2% ) ( 5.5% ) ( ▲ 0.4% ) ( 4.7% ) ( 0.9% )

238,029 250,002 265,239 284,607 304,768 320,506 338,145 336,731 352,630 355,739

( 3.8% ) ( 5.0% ) ( 6.1% ) ( 7.3% ) ( 7.1% ) ( 5.2% ) ( 5.5% ) ( ▲ 0.4% ) ( 4.7% ) ( 0.9% )

695 3,745 460 652 520 634 1,848 781 803 723
( ▲ 44.2% ) ( 438.8% ) ( ▲ 87.7% ) ( 41.7% ) ( ▲ 20.2% ) ( 21.9% ) ( 191.5% ) ( ▲ 57.7% ) ( 2.8% ) ( ▲ 10.0% )

238,835 253,859 265,812 285,376 305,364 321,206 340,053 337,561 353,486 356,511
( 3.6% ) ( 6.3% ) ( 4.7% ) ( 7.4% ) ( 7.0% ) ( 5.2% ) ( 5.9% ) ( ▲ 0.7% ) ( 4.7% ) ( 0.9% )

119,597 125,644 139,067 145,469 154,118 161,849 174,685 164,259 187,854 190,358
( 4.7% ) ( 5.1% ) ( 10.7% ) ( 4.6% ) ( 5.9% ) ( 5.0% ) ( 7.9% ) ( ▲ 6.0% ) ( 14.4% ) ( 1.3% )

110,498 116,281 129,247 135,823 145,099 153,938 168,300 160,006 183,164 185,647

( 5.2% ) ( 5.2% ) ( 11.2% ) ( 5.1% ) ( 6.8% ) ( 6.1% ) ( 9.3% ) ( ▲ 4.9% ) ( 14.5% ) ( 1.4% )

57 375 490 595 164 222 ▲ 254 ▲ 499 ▲ 326 ▲ 180

( ▲ 190.5% ) ( 557.9% ) ( 30.7% ) ( 21.4% ) ( ▲ 72.4% ) ( 35.4% ) ( ▲ 214.4% ) ( 96.5% ) ( ▲ 34.7% ) ( ▲ 44.8% )

4,859 4,876 5,080 5,621 5,812 5,884 5,578 4,752 5,016 4,891

( 2.0% ) ( 0.3% ) ( 4.2% ) ( 10.6% ) ( 3.4% ) ( 1.2% ) ( ▲ 5.2% ) ( ▲ 14.8% ) ( 5.6% ) ( ▲ 2.5% )

4,183 4,112 4,250 3,430 3,043 1,805 1,061 － － －

( ▲ 7.1% ) ( ▲ 1.7% ) ( 3.4% ) ( ▲ 19.3% ) ( ▲ 11.3% ) ( ▲ 40.7% ) ( ▲ 41.2% )

11,285 12,015 12,522 13,098 13,675 14,378 15,841 16,308 17,738 18,999
( 2.3% ) ( 6.5% ) ( 4.2% ) ( 4.6% ) ( 4.4% ) ( 5.1% ) ( 10.2% ) ( 2.9% ) ( 8.8% ) ( 7.1% )

98,030 99,438 100,934 103,889 115,393 117,101 123,101 125,180 128,141 123,284
( 8.1% ) ( 1.4% ) ( 1.5% ) ( 2.9% ) ( 11.1% ) ( 1.5% ) ( 5.1% ) ( 1.7% ) ( 2.4% ) ( ▲ 3.8% )

2,765 3,050 3,393 3,672 4,010 4,394 4,902 4,796 5,227 5,401
( 9.2% ) ( 10.3% ) ( 11.2% ) ( 8.2% ) ( 9.2% ) ( 9.6% ) ( 11.6% ) ( ▲ 2.2% ) ( 9.0% ) ( 3.3% )

604 1,046 1,015 1,067 1,244 1,340 1,564 1,331 1,931 2,813
( 37.3% ) ( 73.2% ) ( ▲ 3.0% ) ( 5.1% ) ( 16.6% ) ( 7.7% ) ( 16.7% ) ( ▲ 14.9% ) ( 45.1% ) ( 45.7% )

666 722 7,192 977 987 1,200 1,253 1,417 1,361 1,393
( ▲ 34.6% ) ( 8.4% ) ( 896.1% ) ( ▲ 86.4% ) ( 1.0% ) ( 21.6% ) ( 4.4% ) ( 13.1% ) ( ▲ 4.0% ) ( 2.4% )

－ － － － － － － 130 243 246
( 86.9% ) ( 1.2% )

－ － － － － － － 130 243 246

( 86.9% ) ( 1.2% )

－ － － － － － － 0 0 0

( 0.0% ) ( 0.0% )

233,003 241,968 264,265 268,405 289,383 300,319 321,111 313,706 342,988 341,068
( 5.9% ) ( 3.8% ) ( 9.2% ) ( 1.6% ) ( 7.8% ) ( 3.8% ) ( 6.9% ) ( ▲ 2.3% ) ( 9.3% ) ( ▲ 0.6% )

5,831 11,891 1,545 16,969 15,982 20,888 18,943 23,856 10,498 15,443
( ▲ 44.4% ) ( 103.9% ) ( ▲ 87.0% ) ( 998.3% ) ( ▲ 5.8% ) ( 30.7% ) ( ▲ 9.3% ) ( 25.9% ) ( ▲ 56.0% ) ( 47.1% )

5,973 12,124 1,501 17,026 15,747 21,173 19,435 22,429 10,923 15,757

( ▲ 43.3% ) ( 103.0% ) ( ▲ 87.6% ) ( 1034.3% ) ( ▲ 7.5% ) ( 34.5% ) ( ▲ 8.2% ) ( 15.4% ) ( ▲ 51.3% ) ( 44.3% )

9.94% 9.94% 9.93% 9.91% 9.87% 9.85% 9.79% 9.81% 9.80% 9.71%

（※1）（　）内は、対前年度決算からの伸び率。

（※2）　端数整理のため、計数が整合しない場合がある。

埼玉支部・直近10年間の支部別収支推移

区 分

収

入

保 険 料 収 入

一 般 分

そ の 他 収 入

計

地 域 差 分

業 務 経 費
( 国 庫 補 助 を 除 く )

一 般 管 理 費
( 国 庫 補 助 を 除 く )

そ の 他 支 出

前 々 年 度 の 収 支 差 の 精 算

前 々 年 度 の イ ン セ ン テ ィ プ

加 算 額

減 算 額

計

単 年 度 収 支 差

全 国 平 均 分

支

出

医 療 給 付 費
( 国 庫 補 助 を 除 く )( 調 整 後 ）

医 療 給 付 費
( 国 庫 補 助 を 除 く )

年 齢 調 整 額

所 得 調 整 額

激 変 緩 和

現 金 給 付 費 等
( 国 庫 補 助 を 除 く )

前 期 高 齢 者 給 付 金 等
( 国 庫 補 助 を 除 く )

支 部 保 険 料 率

57

▲ 142 ▲ 233 44 ▲ 57 235 ▲ 285

56 53 142 233 ▲ 44 ▲ 235 285 492 ▲ 1,427

▲ 492 1,427 ▲ 425 ▲ 314
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【参考】



全国一本の保険料率
（平成20年9月まで）

都道府県単位保険料率（平成20年10月から）：年齢構成が高く、所得水準の低いA県の例

全
国
一
律
の
保
険
料
率

都道府県ごとの医療費の水準に
かかわらず保険料率は一律

各都道府県の保健事
業等に要する費用、
及び前々年度収支差
による精算分

後期高齢者支援金
など全国一律で賦
課される保険料分

＋＋

地域差

所得水準を協会の平
均とした場合の保険
料収入額との差額を
調整

③所得調整

②年齢調整

年齢構成を協会の
平均とした場合の
医療費との差額を
調整

調
整
前
の
保
険
料
率

調
整
後
の
保
険
料
率(※

)

A県

B県 C県
最
終
的
な
保
険
料
率

年齢調整・所得調整の
結果、都道府県ごとの
保険料率は、医療費の
地域差を反映した保険
料率となる

Ａ県

（※）災害等特殊事情についても、適切な調整を行う。

都道府県単位保険料率では、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなる。また、所得水準の低い県ほど、同じ医療費でも保険料
率が高くなる。このため、都道府県間で次のような年齢調整・所得調整を行う。

①

④

⑤

≪参考≫ 都道府県単位保険料率の算定について

○協会けんぽの都道府県単位保険料率の設定のイメージ
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